
令和７年１２月１０日（水）
東京出入国在留管理局在留支援部門

「ストップ不法就労・共生ぐんま宣言」
理解促進セミナー



平成23年３月 東日本大震災
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在留外国人数（注１）

外国人労働者数（注２）

総人口に占める在留外国人の割合（注３）

令和２年 新型コロナウイルス感染症の流行

平成２年６月
在留資格の整備

平成20年９月 いわゆるリーマン・ショック

平成22年７月
在留資格「技能実習」の創設

在留資格「留学」と「就学」の一本化

平成29年11月
技能実習法の施行

平成31年４月
「特定技能」制度の創設

0.80%

48万6,398人

2.46%

平成24年７月
新しい在留管理制度の導入

令和6年末
376万8,977

人

3.04%

230万2,587人

1

在留外国人数及び外国人労働者数の推移

（注３）総人口は、総務省「人口推計」 （各年10月1日現在の統計）に基づく。

（注１）平成23（2011）年までは法務省入国管理局（当時）「（旧）登録外国人統計」（12月末現在）に、平成24（2012）年以降は出入国在留管理庁「在留外国人統計」（12月末現在）に基づく。

（注２）厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」（各年10月末現在の統計）に基づく（外国人雇用状況の届出制度は、平成19（2007）年10月1日から開始されているため、平成20（2008）年以降の推移を示している。）。

昭和 平成 令和

令和４年末
307万5,213人

令和5年末
341万992人

2.74%

（千人） （%）

204万8,675人

182万2,725人



在留外国人の在留資格・国籍・地域別内訳（令和６年末）

在留外国人数（総数） ３７６万８，９７７人

国籍・地域別在留資格別

中国

873,286人

23.2%

ベトナム

634,361人

16.8%

韓国

409,238人

10.9%
フィリピン

341,518人

9.1%
ネパール

233,043人

6.2%

ブラジル

211,907人

5.6%

インドネシア

199,824人

5.3%

ミャンマー

134,574人

3.6%

台湾

70,147人

1.9%

米国

66,111人

1.8%

その他

594,968人

15.8%
永住者

918,116人

24.4%

技能実習
456,595人

12.1 %

技術・人文知識・

国際業務

418,706人
11.1 %

留学
402,134人

10.7 %

家族滞在
305,598人

8.1 %

特定技能
284,466人

7.5 %

特別永住者
274,023人

7.3 %

定住者

223,411人

5.9 %

日本人の配偶者等

150,896人

4.0 %

特定活動

95,508人

2.5 %

その他

239,524人

6.4%

２



不法就労者数の推移

※出入国在留管理庁ホームページから引用

単位（人）

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

総数 10,993 13,255 6,355 12,384 14,453 

うち男性 7,923 9,634 4,664 8,928 10,324 

うち女性 3,070 3,621 1,691 3,456 4,129 

◆ 令和６年中に入管法違反により退去強制

手続等を執った外国人は、１万8,908人

そのうち、不法就労事実が認められた者は、

１万4,453人

●不法就労者数の推移

10,993

13,255

6,355

12,384

14,453

３

◆ 群馬県内の不法就労者数は、１万4,453人中、

1,799人（全体比 12.4％）



単位(人)

職種

総数 農業従事者建設作業者 工員
その他の労
務作業者

飲食関連以
外のサービ
ス業従事者

運搬労務作
業者

その他

就労場所

総数 14,453 5,497 4,153 1,456 1,284 402 181 1,480 

茨城 3,452 2,596 461 163 74 38 8 112 

千葉 2,257 1,178 590 122 123 41 17 186 

群馬 1,799 683 386 482 132 38 6 72 

埼玉 1,438 277 748 166 103 24 11 109 

愛知 1,184 82 397 150 266 49 20 220 

東京 917 40 411 44 79 92 21 230 

栃木 645 245 164 111 52 8 2 63 

神奈川 572 7 328 35 60 26 14 102 

大阪 542 14 160 31 163 27 49 98 

兵庫 223 4 116 34 31 8 4 26 

その他 1,424 371 392 118 201 51 29 262 

●不法就労者の就労内容別の就労場所構成（令和６年）

都府県の傾向（業種別）

令和３年

総数 1 2 3 4

13,255 
千葉 茨城 埼玉 群馬

2,064 1,973 1,632 1,439

令和４年

総数 1 2 3 5

6,355 
茨城 千葉 愛知 群馬

1,283 890 701 536 

令和５年

総数 1 2 3

12,384 
茨城 千葉 群馬

2,748 1,915 1,333

●不法就労者数の推移（R3～R5）
単位(人)

◆ 全国的に農業従事者、建設作業者

が上位を占める。

４



都府県の傾向（国籍・地域別）

５

国籍・地域
総数

ベトナ
ム

タイ
インド
ネシア

中国
カンボ
ジア

フィリ
ピン

スリラ
ンカ

ネパー
ル

ウズベ
キスタ
ン

モンゴ
ル

その他
就労場所

総数 14,453 6,200 3,171 1,463 1,296 751 586 251 238 90 77 330 

茨城 3,452 799 1,487 576 220 180 70 56 17 4 2 41 

千葉 2,257 663 941 59 261 45 146 46 23 13 35 25 

群馬 1,799 838 224 253 31 285 91 19 48 0 2 8 

埼玉 1,438 928 144 38 144 36 52 15 20 19 4 38 

愛知 1,184 667 17 210 116 4 48 18 26 2 3 73 

東京 917 461 60 27 191 7 36 7 29 37 16 46 

栃木 645 264 72 106 15 55 45 41 37 0 1 9 

神奈川 572 238 35 13 84 119 37 14 4 5 2 21 

大阪 542 444 5 7 53 1 7 3 2 1 0 19 

兵庫 223 191 3 5 15 1 0 1 1 3 1 2 

その他 1,424 707 183 169 166 18 54 31 31 6 11 48 

●不法就労者の国籍・地域別の就労場所構成（令和６年）

◆ 地域により傾向は異なるが、ベトナム、タイ が上位を占める。

◆ 群馬県は、ベトナムに次いで、カンボジアが第２位である。

単位(人)



都府県の傾向（在留資格別・入管法違反事件の推移）

６

●在留資格別・入管法違反事件の推移（注）

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

総数 18,012 10,300 18,198 18,908 

短期滞在 3,879 3,019 7,616 7,679 

技能実習 6,165 2,406 3,746 4,684 

特定活動 3,047 1,943 3,383 2,884 

留学 2,496 751 783 800 

定住者 287 339 369 350 

その他 2,138 1,842 2,301 2,511 

◆ 令和６年中に退去強制手続等を執った外国人

（18,908人）の在留資格は「短期滞在」「技能実習」

「特定活動」が上位を占める。

（注）「入管法違反事件」とは、不法入国、不法上陸、不法残留、資格外活動、
刑罰法令違反等の入管法令違反を指す。

（注）在留資格別順位は、令和６年を基準としたものである。

※出入国在留管理庁ホームページから引用

単位(人)



不法就労防止にご協力ください。

７



外国人を雇用する際には在留カードを確認してください。

在留カードを所持し
ていない場合は、原則
として就労できません。

在留カードは、入管法上
の在留資格をもって適法に
我が国に中長期間滞在する
外国人の方が所持するカー
ドです。
旅行者のように一時的に

滞在する方や不法滞在者に
は交付されません。
所持していなくても就労
できる場合については左下
の「※在留カードを所持し
ていなくても就労できる場
合がある方」をご参照くだ
さい。 ８



外国人を雇用する際には在留カードを確認してください。

出入国在留管理庁は、在留カード等のICチップ内に保存されている身
分事項や顔写真等の情報と券面の記載を見比べることができる、在留
カード等読取アプリケーションを開発しました。
在留カード等番号失効情報照会と併せてご利用ください。 ◎無料

この在留カード、本物？

９



在留カードの偽変造防止対策

カードを上下方向に傾け
ると、「ＭＯＪ」の周囲の絵
柄がピンクからグリーン

に変化します。

カードを上下方向に傾ける
と、色がグリーンからピンク

に変化します。

カードを左右に傾けると、
「ＭＯＪ」のホログラムが３Ｄ
的に左右に動きます。

銀色のホログラムは、見
る角度を９０度変えると、
文字の白黒が反転しま

す。

１０


